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太
平
記
の
評
価
に
関
す
る

二
の
問
題

長

谷

Jlf 

端

五
十
年
に
わ
た
る
南
北
朝
の
内
乱
を
生
き
抜
い
て
来
た
知
識
人
た
ち
の
所
産
で
あ
る
太
平
記
は
、
現
在
で
も
毅
誉
褒
庇
常
な
ら
ぬ
評
価
を
受
け
て
い
る
と
い

う
の
が
実
情
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
太
平
記
研
究
者
に
現
在
課
せ
ら
れ
て
い
る
最
大
の
課
題
は
、
「
中
世
叙
事
詩
と
し
て
の
軍
記
物
語
」
と
い
う
正
体
の
あ
い
ま

い
な
観
点
か
ら
平
家
物
語
の
影
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
形
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
従
来
の
太
平
記
研
究
か
ら
脱
皮
し
、
太
平
記
の
独
自
性
を
い
か
な
る

形
で
見
い
だ
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
太
平
記
作
者
の
現
実
追
求
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
泉
と
そ
の
質
を
探
る
た
め
に
、
ま
ず

天
皇
及
び
そ
の
周
辺
の
古
代
的
権
威
を
作
者
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
る
か
、
と
い
う
問
題
か
ら
入
っ
て
い
き
た
い
。

（
密
〉

イ
都
テ
諸
道
之
廃
タ
ル
を
興
シ
、
一
事
ノ
善
ヲ
モ
賞
セ
ラ
レ
シ
カ
パ
、
寺
社
禅
律
之
繁
昌
コ
、
ニ
時
ヲ
得
、
顕
蜜
儒
道
之
碩
才
モ
皆
望
ヲ
達
セ
リ
。
誠

(1
) 

－
一
天
ニ
受
ル
聖
主
、
地
ニ
奉
タ
ル
明
君
也
ト
、
其
徳
ヲ
称
シ
、
其
化
－
一
誇
ラ
ヌ
者
ハ
無
リ
ケ
リ
。

「
見
ル
人
眉
ヲ
頻
メ
、
聞
人
舌
ヲ
ヒ
ル
ガ
ヘ
ス
」
北
条
高
時
と
の
対
比
を
行
な
い
、
北
条
氏
の
没
落
と
親
政

と
後
醍
醐
天
皇
は
巻
一
に
登
場
す
る
。
作
者
は
、

復
活
の
必
然
性
と
を
語
る
姿
勢
を
見
せ
、
新
関
の
廃
止
、
米
の
廉
売
に
関
す
る
史
実
を
意
識
的
に
天
皇
治
世
の
当
初
ま
で
引
き
あ
げ
て
い
る
。
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し
か
し
、
天
皇
の
権
謀
武
力
を
こ
と
と
す
る
強
引
な
政
治
に
対
し
て
は
、
同
じ
巻
一
の
「
関
所
停
止
事
」
の
末
尾
で
次
の
よ
う
に
言
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ

？こ

ツ
ギ
ア
金
イ

第
一
）
心
ヲ
看
ん
之
、
誠
一
一
治
世
安
民
之
政
、
若
シ
機
巧
－
一
付
テ
是
ヲ
見
レ
パ
、
命
レ
世
－
一
亜
聖
之
才
ト
モ
称
シ
ツ
ベ
シ

o

惟
恨
ラ
ク
ハ
斉
恒
覇
ヲ
行
ィ
、

ツ
グ

ア
ハ
友
ト
守
’
コ
ヱ

楚
人
弓
ヲ
遺
シ
ニ
、
叡
慮
ス
コ
シ
キ
似
タ
ル
事
ヲ
、
是
則
所
以
下
草
創
ハ
雄
レ
井
二
天
一
、
守
文
ハ
不
レ
超
申
三
載
ム
ナ
リ
。

こ
こ
で
は
、
天
皇
が
せ
っ
か
く
天
下
を
一
統
し
な
が
ら
、
王
道
を
行
な
わ
ず
狭
量
で
あ
っ
た
た
め
に
、
親
政
を
維
持
す
る
こ
と
三
年
を
越
え
な
か
っ
た
、
と
批

判
し
て
お
り
、
川
の
内
容
と
は
相
容
れ
ず
、
太
平
記
の
序
文
と
相
通
う
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
序
文
で
は
「
其
ノ
徳
欠
ル
船
ハ
雄
九
ド
モ

有
川
ト
位
－
一
不
足

ν
と
、
治
世
の
善
悪
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
南
北
朝
内
乱
期
に
生
き
る
知
識
人
の
常
識
が
正
し
く
打
ち
出
さ
れ
て
お

り
、
天
皇
の
権
威
と
い
え
ど
も
、
そ
の
治
世
の
是
非
に
お
い
て
批
判
、
克
服
さ
れ
る
段
階
に
来
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（口）
北
畠
親
一
房
も
「
君
は
尊
く
ま
し
ま
せ
ど
、一
人
を
た
の
し
ま
せ
め
万
民
を
く
る
し
む
る
事
は
天
も
ゆ
る
さ
ず
、
神
も
さ
い
は
ひ
せ
ぬ
い
は
れ
な
れ
ば
、
政
の

可
否
に
し
た
が
ひ
て
御
運
の
通
塞
あ
る
べ
く
ぞ
お
ぼ
え
侍
る
。
」
と
し
て
天
皇
個
人
に
絶
対
的
権
威
を
み
と
め
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、

す
で
に
歴
史
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家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
『
梅
松
論
』
に
あ
ら
わ
れ
た
承
久
の
乱
の
取
扱
い
方
を
見
て
み
よ
う
。
乱
の
勃
発
に
あ
た
っ
て
、
泰
時
は
父
義
時
に
む
か
つ
て

「
国
皆
王
土
也
。
サ
レ
パ
和
漢
共
－
一
勅
命
一
一
背
者
何
カ
独
安
全
ナ
リ
シ
。

（
中
略
）
然
－
一
身
－
一
当
テ
無
誤
ト
云
共
、

今
正
－
一
勅
勘
ヲ
蒙
事
、歎
有
余
。
只
天
命

難
レ
遁
者
也
。
所
詮
合
戦
ヲ
止
テ
可
コ
降
参
こ
と
い
う
の
で
あ
る
が
、こ
れ
に
し
て
義
時
は
「
思
惟
シ
」
し
た
の
ち
「
甚
以
神
妙
也
。
但
是
ハ
君
主
御
政
正
キ

時
ノ
事
也
。
近
年
ノ
風
駄
ヲ
見
ル
ニ
、
公
家
ノ
御
政
務
古
一
一
カ
ハ
リ
実
ヲ
失
リ
。
朝
－
一
勅
裁
有
テ
タ
ニ
改
リ
、

(2
>

ズ
。
此
災
イ
マ
ダ
不
レ
及
ハ
恐
ク
ハ
関
東
也
。
：
：
：
」
と
語
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
事
件
の
責
任
は
院
側
の
失
政
に
あ
り
、
そ
の
失
政
の
災
は
関
東
に
は

一
所
ニ
数
輩
ノ
主
ヲ
付
ル
、
問
、
国
土
敢
テ
穏

及
ん
で
い
な
い
が
全
国
的
な
も
の
な
の
だ
と
い
う
。

こ
う
し
て
後
鳥
羽
院
の
隠
岐
流
さ
れ
も
、
「
忠
ア
テ
誤
ナ
キ
関
東
三
代
将
軍
家
ノ
遺
跡
ヲ
亡
サ
ル
ベ
キ
天

気
ア
ル
ニ
ヨ
テ
、
科
上
ニ
ア
リ
テ
下
を
責
給
シ
カ
パ
、
天
道
不
与
ノ
道
理
－
一
帰
シ
テ
、
終
一
一
仙
洞
ヲ
隠
岐
－
一
遷
奉
ル
。
雄
レ
然
猶
武
家
ハ
天
命
ヲ
恐
テ
、
御
孫

(3
) 

ノ
後
堀
川
天
皇
ヲ
モ
テ
御
位
－
一
即
奉
リ
ケ
リ
。
神
妙
沙
汰
ナ
リ
」
。
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
院
の
権
威
も
『
吾
妻
鏡
』
・
「
承
久
記
』
の
よ
う
に
ふ
れ

る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
批
判
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
政
治
の
是
非
が
降
参
か
攻
撃
か
を
決
す
る
も
の
と
し
て
批
判
の
対
象
に
さ
れ
て
い
る
ば
か



り
で
な
く
、
幕
府
に
よ
る
院
の
遠
流
も
道
理
に
基
づ
い
た
神
妙
な
沙
汰
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
引
用
部
分
の
、
「
朝
ニ
勅
裁
有
テ
タ
ニ
改
リ
、

一
所
ニ
数
輩
ノ
主
ヲ
付
ル
、
問
、
国
土
敢
テ
穏
ズ
。
」
と
あ
る
部
分
は
、
太
平
記
巻
十
二
に
お
い
て
建
武
政
権
の
思
賞
の
沙
汰
を
「
或
ハ
内
奏
ヨ
リ
訴
人
勅
裁

ヲ
蒙
レ
パ
、
決
断
所
－
一
テ
論
人
－
一
理
ヲ
付
ラ
ル
。
亦
決
断
所
ヨ
リ
本
主
安
堵
ヲ
給
ケ
レ
パ
、
内
奏
ヨ
リ
其
地
ヲ
恩
賞
ニ
行
ハ
ル
。
如
レ
此
互
－
一
錯
乱
セ
シ
問
、

所
領
一
所
ニ
四
五
人
之
給
主
付
テ
、
国
々
動
乱
静
リ
難
シ
。
」
（
公
家
一
統
政
道
事
付
菅
丞
相
事
）
と
語
っ
て
い
る
こ
と
と
大
い
に
関
係
が
あ
ろ
う
。

ま
さ
に
南
北
朝
内
乱
期
の
知
識
人
に
よ
る
天
皇
の
古
代
的
権
威
に
対
す
る
解
釈
で
あ
り
、

(4
) 

の
意
味
で
は
神
皇
正
統
記
と
も
太
平
記
と
も
通
じ
あ
う
も
の
で
あ
っ
た
。

『
梅
松
論
』
の
承
久
の
乱
の
取
扱
い
方
は
右
に
見
た
よ
う
に
、

そ

と
こ
ろ
で
、
巻
一
の
官
頭
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

、
‘

ギ
ヨ
ウ

愛
ニ
本
朝
人
皇
ノ
始
、
神
武
天
皇
ヨ
リ
九
十
六
代
ノ
帝
、
後
醍
醐
天
皇
ノ
御
宇
一
一
武
臣
相
模
守
平
ノ
高
時
ト
云
者
ア
リ
テ
、
上
ニ
ハ
君
ノ
徳
－
一
違

－
ア
ヲ
、
イ
カ
ク
シ
ザ
イ

ヒ
、
下
ニ
ハ
巨
ノ
礼
ヲ
失
フ
o

依
レ
是
ヨ
リ
四
海
大
－
一
乱
テ
、
一
ツ
日
モ
未
レ
安
。
狼
煙
天
ヲ
滞
シ
、
鯨
波
地
ヲ
動
ス

o

今
（
ニ
）
至
マ
デ
舟
余
年
、
一

ト
メ
ル
コ
ト
ヲ
ユ
ヲ
ク
－

人
ト
シ
テ
未
レ
得
富
エ
春
秋
＼
万
民
無
レ
所
措
＝
手
足
目
。

序
に
お
い
て
作
者
は
、
政
治
の
安
危
の
来
由
は
天
の
徳
、
地
の
道
に
あ
る
、
従
っ
て
天
子
に
徳
の
欠
け
る
場
合
は
位
に
あ
る
と
い
え
ど
も
保
た
ず
、
臣
下
の
道- 78 ー

が
違
う
時
は
威
あ
る
と
い
え
ど
も
保
た
ず
と
、
そ
の
基
本
的
な
政
道
観
を
披
露
し
た
が
、
巻
一
の
発
端
部
で
後
醍
醐
、
北
条
高
時
と
も
に
明
君
、
良
臣
の
資
格

に
欠
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
さ
き
に
引
用
し
た
イ
と
比
較
し
て
み
た
場
合
に
矛
盾
の
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
川
に
あ
ら
わ

れ
た
作
者
の
歴
史
意
識
は
、
巻
三
十
五
「
北
野
参
詣
人
政
道
雑
談
事
」
の
「
儒
学
之
人
カ
ト
覚
シ
キ
雲
客
」
の

日
～
抑
岳
コ
一

D九
町
一
ル
す
が
、
小
品
一
九
一
臥

w
h
L
r
余
年
、
天
下
一
日
モ
未
ニ
静
事
得
－
。
自
今
後
モ
何
ゾ
拘
ル
ベ
キ
期
有
リ
共
不
レ
覚
。

是
ハ
如
何
ナ
ル
故
ト
カ
御

了
簡
候

と
い
う
変
転
極
り
な
い
第
三
部
の
世
界
か
ら
出
さ
れ
た
問
題
提
示
の
方
法
と
、
そ
の
発
想
に
お
い
て
大
き
な
類
似
を
見
せ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ

は
、
太
平
記
序
お
よ
び
冒
頭
に
見
ら
れ
る
歴
史
意
識
は
第
三
部
の
そ
れ
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
冒
頭
の
後
醍
醐
批
判
と
通
じ
あ
う
も
の
を
第
三
部
か

ら
一
つ
挙
げ
る
な
ら
ば



（ホ）

先
朝
（
後
醍
一
朗
）
随
分
賢
王
之
行
ヲ
マ
ナ
ピ
シ
カ
共
、

真
実
之
仁
徳
、
撫
育
之
叡
慮
ハ
惣
ジ
テ
ナ
シQ

継
レ
絶
興
レ
廃

神
明
仏
陀
ヲ
御
帰
依

ア
ル
様
ニ
見
シ
カ
共
、
橋
筋
ノ
ミ
有
テ
、
実
儀
マ
シ
マ
サ
ズ
0

（
巻
二
十
七
雲
景
未
来
記
事
）

と
あ
り
、
序
に
見
ら
れ
る
意
識
と
の
聞
に
距
離
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
太
平
記
の
序
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
巻
一
の
発
端
の
部
分

に
あ
ら
わ
れ
た
歴
史
意
識
は
、
儒
教
思
想
を
根
幹
と
す
る
作
者
の
歴
史
認
識
の
方
法
論
を
打
ち
だ
し
て
い
る
二
本
の
柱
と
も
い
う
べ
き
巻
二
十
七
の
「
雲
景
未

来
記
事
」
と
巻
三
十
五
の
「
北
野
参
詣
人
政
道
雑
談
事
」
の
両
章
段
に
見
ら
れ
る
意
識
と
同
一
の
も
の
で
あ
り
、
第
三
部
の
成
立
時
期
と
、
現
存
諸
本
に
見
ら

れ
る
序
が
書
か
れ
、
巻
一
か
ら
少
く
と
も
巻
四
（
後
醍
醐
の
隠
岐
遷
幸
を
中
心
に
構
想
さ
れ
て
い
る
）
く
ら
い
ま
で
が
か
な
り
大
幅
に
改
め
ら
れ
た
時
期
と
は

同
じ
頃
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

上
例
の
引
の
部
分
が
、
太
平
記
第
一
部
改
訂
前
の
、
腐
敗
し
統
制
力
を
失
っ
た
北
条
政
権
に
よ
る
政
治
の
混
乱
を
批
判
す
る
立
場
が
そ
の
ま
ま
宮
方
的
に
な

ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
建
武
新
政
以
前
の
、
当
時
の
社
会
情
況
を
直
接
的
に
反
映
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
序
や
巻
一
の
発
端
部
に
見
ら
れ
る
後
醍
醐

権
の
恩
賞
処
理
の
乱
脈
ぶ
り
を
批
難
し
、

批
判
そ
し
て
そ
こ
に
見
ら
れ
る
作
者
の
歴
史
意
識
は
、
作
者
と
も
ど
も
期
待
し
た
建
武
政
権
成
立
以
後
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
太
平
記
第
二
部
の
は
じ
め
で
新
政

F
ウ

雑
訴
決
断
所
に
つ
い
て
も
、
「
凡
事
ノ
体
厳
重
－
一
見
テ
堂
々
タ
リ
、
サ
レ
共
是
モ
猶
理
世
安
楽
ノ
政
ニ
ア
ラ
ザ
リ
ケ
- 79 -

リ
」
と
い
い
、
新
政
権
が
計
画
し
た
大
内
裏
の
造
営
を

心
円
安
元
二
年
一
一
、
日
吉
山
王
ノ
御
成
ニ
依
テ
、
大
裏
ノ
諸
寮
一
宇
モ
不
レ
残
焼
－
一
シ
後
ハ
、
国
ノ
力
衰
テ
、
代
々
聖
主
今
一
一
至
ル
マ
デ
、
造
営
ノ
御
沙

汰
無
リ
ツ
ル
ヲ
、
今
兵
革
ノ
後
世
未
レ
安
、
国
弊
へ
民
苦
デ
、
馬
ヲ
花
山
之
野
－
一
放
テ
、
牛
ヲ
桃
林
の
塘
ニ
ツ
ナ
ガ
ル
ニ
、
大
内
裏
作
ラ
ル
ベ
シ
ト

ダ
シ
タ
ガ
ケ
ウ
ク
ヲ

テ
、
昔
ヨ
リ
今
一
一
至
ル
マ
デ
、
我
朝
－
一
ハ
未
t
用
ィ
紙
銭
ヲ
作
、
諸
国
ノ
地
頭
御
家
人
ノ
所
領
ニ
課
役
ヲ
被
レ
懸
之
条
、
神
慮
－
一
モ
違
ヒ
、
騎
誇
ノ

端
共
成
ヌ
ト
、
眉
ヲ
ヒ
ソ
ム
ル
智
臣
モ
多
カ
リ
ケ
リ
。
（
巻
十
二
公
家
一
統
政
道
事
付
菅
丞
相
事
）

と
語
り
、
ま
た
新
政
権
の
政
策
全
体
に
つ
い
て
万
里
小
路
藤
房
の
口
を
か
り
で

い
わ
悲
乎
其
迷
ル
事
、
元
弘
大
乱
ノ
始
メ
、
天
下
之
土
軒
テ
官
軍
－
一
属
シ
、
事
更
－
一
無
レ
他
。
只
一
戦
ノ
功
ヲ
以
テ
、
勲
功
之
賞
一
一
預
ラ
ン
ト
思
ヘ
ル

テ
ー
‘
ヲ
レ
カ
シ

故
也
。
サ
レ
バ
世
静
誼
ノ
後
、
立
レ
忠
ヲ
望
一
一
恩
賞
一
輩
、
幾
千
万
ト
云
数
ヲ
不
レ
知
。
爾
カ
ド
モ
、
公
家
被
官
ノ
外
ハ
未
思
賞
ヲ
給
リ
タ
ル
者
非
ル



ス
ヤ

ニ
、
申
状
ヲ
捨
、
訴
ヲ
止
メ
タ
ル
ハ
、
是
忠
功
之
立
ザ
ル
ヲ
恨
ミ
、政
道
ノ
正
シ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
見
テ
、
皆
己
が
本
国
ニ
帰
者
也
。
（
巻
十
三
藤
房
卿

遁
世
事
）

イ
チ
ウ
タ

と
し
て
、
さ
ら
に
吋
と
同
じ
内
容
の
批
判
を
続
け
、
「
痛
乎
今
之
政
道
、
只
抽
賞
之
功
－
一
当
ラ
ザ
ル
ノ
ミ
ニ
非
ズ
、
兼
テ
ハ
給
言
ノ
掌
ヲ
翻
ス
ニ
障
リ
ア
リ
。

今
若
武
家
之
棟
梁
ト
成
ヌ
ベ
キ
器
用
ノ
仁
出
来
シ
テ
、
朝
家
ヲ
補
シ
申
ス
事
ア
ラ
パ
、
恨
ヲ
含
ミ
政
道
ヲ
猪
天
下
之
士
糧
ヲ
荷
テ
招
カ
ザ
ル
ニ
集
ラ
ム
事
疑
有

ベ
カ
ラ
ズ
」
と
、
「
公
家
武
家
水
火
ノ
誇
」
（
『
梅
松
論
』
）
で
す
ぎ
た
元
弘
三
年
の
情
況
を
適
確
に
表
現
し
え
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
ロ
の
内
容
は
イ
と

す
）
（

同
じ
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
な
い
、
と
判
断
で
き
る
の
で
あ
るo

こ
の
こ
と
か
ら
、
仰
は
、
太
平
記
が
何
度
か
の
改
訂
を
経
て
ゆ
く
過
程
で
、
序
が
書
か

れ
た
時
期
｜
｜
そ
れ
は
巻
一
の
発
端
部
が
現
在
の
よ
う
な
形
で
書
か
れ
、
か
つ
巻
二
十
七
の
「
雲
景
未
来
記
事
」
や
巻
三
十
五
の
「
北
野
参
詣
人
政
道
雑
談
事
」

が
太
平
記
第
三
部
の
中
に
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
で
も
あ
る
が11

に
序
や
巻
一
の
発
端
部
に
あ
わ
せ
る
形
で
修
正
ま
た
は
補
足
が
行
な
わ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
引
用
文
川
（
巻
一
）
と
司
（
巻
三
十
五
）
に
み
ら
れ
る
「
品
川
余
年
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
二
つ
の
三
十
余
年
は
決
し
て
偶
然
に
符
合

し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ハ
の
「
品
川
余
年
」
が
銘
肝
蹄
紗
所
引
太
平
記
断
簡
や
天
文
本
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
廿
余
年
」
と
あ
る
の
が
か
り
に
認
め
ら
れ
る
に

(6
) 

し
で
も
、
起
算
の
源
は
元
弘
の
乱
（
一
三
三
一
年
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
巻
一
に
改
訂
の
手
が
加
え
ら
れ
て
現
在
わ
れ
わ
れ
が
見
る
よ
う
な
形
に
な

っ
た
の
は
、
後
醍
醐
天
皇
が
既
に
崩
御
し
て
楠
正
行
も
戦
死
し
（
一
三
四
八
年
）
、
足
利
直
義
と
高
師
直
の
恥
牒
か
ら
観
応
の
擾
乱
が
惹
起
さ
れ
た
二
二
五
O
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年
代
の
は
じ
め
か
ら
、
足
利
尊
氏
が
死
去
し
（
二
二
五
八
年
）
、
続
い
て
守
護
大
名
聞
の
幕
府
内
の
権
力
を
め
ぐ
っ
て
の
争
い
が
展
開
さ
れ
る
一
三
六

0
年
代

の
は
じ
め
に
か
け
て
の
頃
が
考
え
ら
れ
る
。
太
平
記
の
記
事
の
内
容
か
ら
い
う
な
ら
ば
巻
二
十
七
か
ら
巻
三
十
五
に
か
け
て
の
時
期
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
第
三

部
の
世
界
と
共
通
す
る
歴
史
意
識
が
そ
こ
に
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(1
) 

(2
) 

引
用
文
は
西
源
院
本
（
昭
和
十
一
年
万
江
書
院
刊
）
に
よ
る
。
尚
、
句
点
お
よ
び
濁
点
は
長
谷
川
に
よ
る
。

京
大
本
『
梅
松
論
』
一
一
頁
。
流
布
本
で
は
、
「
禍
い
ま
だ
及
ば
ざ
る
所
は
恐
ら
く
関
東
の
は
か
ら
ひ
な
り
」
と
あ
る
。
流
布
本
に
よ
っ
た
永
原
慶

二
氏
は
、
「
事
件
の
責
任
は
院
側
の
失
政
に
あ
り
、
逆
に
今
ま
で
問
題
の
起
ら
な
か
っ
た
の
は
幕
府
の
力
に
よ
る
の
だ
と
い
う
。
」
（
『
日
本
封
建
社
会



(3
) 

(4
) 

論
』
二
八
一
頁
）
と
、
解
釈
さ
れ
た
。
京
大
本
の
本
文
で
も
永
原
氏
の
よ
う
に
受
け
と
れ
な
い
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
地
域
的
な
問
題
と
し

て
し
ば
ら
く
は
解
釈
し
て
お
き
た
い
。

前
掲
書
一
四
・
五
頁
。

太
平
記
（
西
源
院
本
七
七
九
頁
）
に
は
「
君
ヲ
遠
島
へ
配
シ
奉
リ
、
悪
ヲ
天
下
ニ
行
シ
義
時
ヲ
浅
猿
ト
云
シ
カ
ド
モ
、
宿
因
ノ
有
程
ハ
、
子
孫
無
窮

ニ
光
栄
セ
リ
」
と
あ
る
。
「
云
シ
カ
ド
モ
」
と
過
去
形
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
太
平
記
作
者
は
義
時
の
治
政
を
非
難
し
た
時
点
の
外
に
立
っ
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

太
平
記
が
現
在
わ
れ
わ
れ
の
見
る
よ
う
な
形
に
な
る
ま
で
に
は
何
度
か
の
改
訂
を
経
て
き
た
こ
と
は
、
『
難
太
平
記
』
の
記
事
か
ら
も
充
分
い
え
る

こ
と
で
あ
る
。

平
田
俊
春
氏
は
「
太
平
記
の
成
立
」
（
『
吉
野
時
代
の
研
究
』
所
収
六
八
三
｜
五
頁
）
で
、
太
平
記
が
正
中
の
変
で
は
な
く
元
弘
元
年
の
変
を
も
っ
て

南
北
朝
内
乱
の
起
点
と
し
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
て
い
る
。

(5
) 

(6
) 
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(1
>

と
こ
ろ
で
、
第
三
部
の
中
で
、
巻
二
十
七
の
「
雲
景
未
来
記
事
」
と
巻
三
十
七
の
「
北
野
参
詣
人
政
道
雑
談
事
」
の
二
章
段
に
作
者
の
思
想
が
強
く
表
わ
れ

て
い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
両
章
段
は
そ
の
構
成
、
太
平
記
の
中
に
と
り
い
れ
ら
れ
た
方
法
・
時
期
な
ど
に
つ
い
て
も
様
々

な
問
題
を
持
っ
て
い
る
。
ま
ず
前
者
の
位
置
に
つ
い
て
少
し
く
ふ
れ
た
い
。
こ
の
「
雲
景
未
来
記
事
同
天
下
怪
異
事
」
の
段
は
、

西
源
院
本
・
織
田
本
や
神
田

本
で
は
巻
二
十
七
の
終
段
で
あ
り
、
こ
の
直
前
の
段
「
左
兵
衛
督
欲
被
訣
師
直
事
」
の
末
尾
は
「
去
程
ニ
天
下
之
政
道
、
併
武
家
之
執
事
ノ
手
－
一
落
テ
、
今
－
一

乱
レ
ヌ
ト
見
へ
ナ
ガ
ラ
、
今
年
（
貞
和
五
年
）
ハ
無
為
－
一
テ
暮
－
一
ケ
リ
」
で
終
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
次
の
巻
二
十
八
の
冒
頭
は
「
貞
和
六
年
二
月
廿
七
日
改
元

有
テ
観
応
一
一
移
ル
。
去
年
八
月
十
四
日
ニ
、
武
蔵
守
師
直
、
越
後
守
師
泰
等
、
将
軍
ノ
御
屋
形
ヲ
打
囲
テ
、
云
々
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
左
兵
衛
欲
訣
師
直
事
」

の
段
に
接
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
段
は
太
平
記
編
集
者
の
思
想
を
明
確
に
表
現
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、構
成
上
の
影
響
力
と
い
う
点
で



は
、
巻
二
十
六
の
「
大
塔
宮
霊
宿
胎
内
事
」
が
後
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
大
き
な
影
響
を
持
っ
て
い
る
の
と
対
牒
的
で
あ
る
。
「
雲
景
未
来
記
」
を
含
む
巻

(2
>

二
十
七
の
後
半
の
諸
本
に
よ
る
本
文
改
訂
の
過
程
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
登
美
恵
氏
に
詳
細
な
研
究
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
「
雲
景
未
来
記
事
同
天
下
怪
異

事
」
の
段
を
持
た
な
い
玄
玖
本
・
京
大
本
な
ど
が
最
も
古
い
形
で
あ
り
、
西
源
院
本
な
ど
に
お
い
て
ま
ず
巻
末
に
附
加
さ
れ
、
そ
れ
が
前
田
家
本
な
ど
の
段
階

で
前
後
の
記
述
に
呼
応
し
構
想
の
展
開
に
関
連
す
る
P
を
と
り
、
さ
ら
に
天
正
本
な
ど
の
段
階
で
は
一
応
定
着
し
た
詞
章
が
改
訂
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
本

文
改
訂
の
過
程
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。

雲
景
未
来
記
で
は
、
出
羽
国
羽
黒
の
山
伏
雲
景
が
上
洛
し
て
天
竜
寺
見
物
に
赴
い
た
と
こ
ろ
、
老
山
伏
と
道
連
れ
に
な
り
愛
宕
山
へ
誘
わ
れ
る
。
そ
こ
の
座

主
の
坊
と
思
わ
れ
る
所
に
は
多
く
の
人
々
が
居
り
、
広
庇
に
い
た
一
人
の
山
伏
が
雲
景
に
向
っ
て
「
天
下
之
重
事
、
未
来
之
安
否
」
に
つ
い
て
珂
責
の
な
い
批

判
を
語
っ
て
聞
か
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
山
伏
は
実
は
世
間
の
人
が
扱
い
か
ね
て
い
る
評
判
の
「
愛
宕
之
山
ノ
太
郎
坊
」
で
あ
り
、
上
座
の
人
々
は
「
悪
魔
王

之
棟
梁
」
と
な
っ
た
後
鳥
羽
院
、
後
醍
醐
院
な
ど
で
あ
る
と
明
か
さ
れ
る
。
雲
景
は
気
が
つ
く
と
内
裏
の
椋
の
木
の
下
に
立
っ
て
い
る
自
分
を
見
出
し
、
宿
に
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帰
っ
て
後
、
天
狗
の
言
っ
た
こ
と
ば
を
書
き
記
し
た
、
と
い
う
趣
向
が
と
ら
れ
て
い
て
、
明
ら
か
に
「
吉
野
御
廟
神
霊
事
」
な
ど
と
同
趣
の
も
の
で
あ
る
。
雲

景
の
未
来
記
は
貞
和
五
年
間
六
月
三
日
に
書
か
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
日
は
未
来
記
中
に
出
て
く
る
「
乱
世
ノ
媒
ノ
為
－
こ
現
世
へ
遣
わ
さ
れ
た

村
雲
の
僧
、
つ
ま
り
足
利
直
義
が
帰
依
し
た
妙
吉
侍
者
が
い
づ
こ
と
も
な
く
逐
電
し
た
日
で
あ
る
（
『
圏
太
暦
』
）

0

と
い
う
こ
と
は
、
妙
吉
侍
者
の
い
た
一
条

堀
川
の
村
雲
橋
と
い
う
地
名
お
よ
び
達
磨
大
師
の
再
来
と
し
て
直
義
の
尊
崇
を
受
け
、
そ
の
た
め
「
山
門
寺
門
之
貫
主
、
宗
ヲ
改
メ
テ
衣
鉢
ヲ
タ
モ
チ
、
五
山

十
利
之
長
老
モ
風
ヲ
顧
テ
吹
挙
ヲ
望
」
み
、
奉
行
頭
人
は
彼
に
へ
つ
ら
い
、
「
車
馬
門
前
ニ
立
連
ナ
リ
、
僧
俗
堂
上
群
集
ス
」
（
巻
二
十
七
妙
吉
侍
者
事
）
と
書

か
れ
た
妙
吉
の
栄
耀
そ
し
て
あ
ざ
や
か
な
逐
電
ぶ
り
（
同
巻
）
か
ら
、
作
者
は
巻
二
十
六
「
大
塔
宮
亡
霊
宿
胎
内
事
」
に
接
続
さ
せ
る
べ
く
こ
の
「
雲
景
未
来

記
事
」
を
書
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
北
野
参
詣
人
政
道
雑
談
事
」
は
そ
の
位
置
が
変
っ
て
い
て
も
古
写
本
か
ら
流
布
本
に
い
た
る
ま
で
存
在
し
て
お
り
、
「
雲
景
未
来
記
事
」

が
活
字
化
さ
れ
た
西
源
院
本
で
一
一
一
行
で
あ
る
の
に
比
べ
て
、
二
倍
以
上
の
二
六
一
行
の
本
文
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
段
は
西
源
院
本
や
神
田
本
な
ど
の
巻

コ
一
十
五
「
山
名
作
州
発
向
事
弁
北
野
参
詣
人
政
道
雑
談
事
」
と
い
う
七
行
の
山
名
時
氏
が
播
磨
・
因
幡
の
赤
松
氏
の
諸
城
を
攻
め
る
段
を
そ
の
前
に
持
っ
て
い



る
形
か
ら
、
南
都
本
の
よ
う
に
巻
三
十
五
巻
の
中
で
「
北
野
通
夜
人
々
雑
談
事
」
の
よ
う
に
一
応
独
立
し
た
章
段
と
す
る
形
式
を
経
て
流
布
本
に
そ
の
ま
ま
う

け
つ
が
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
巻
数
の
た
て
方
か
ら
米
沢
本
な
ど
の
よ
う
に
巻
三
十
六
に
持
っ
て
き
て
い
る
本
も
あ
り
、
ま
た
天
正
本
の
よ
う
に
「
政
道
雑
談

事
」
と
し
て
巻
三
十
八
の
一
巻
を
そ
れ
に
あ
て
て
い
る
写
本
す
ら
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
北
野
通
夜
物
語
は
、
こ
の
よ
う
に
太
平
記
諸
本

に
す
べ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
「
雲
景
未
来
記
」
と
同
様
に
、
他
の
巻
々
に
筋
の
上
で
は
何
ら
の
影
響
を
与
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
巻

二
十
六
「
大
塔
宮
霊
胎
内
事
」
が
幕
府
内
随
一
の
権
力
を
握
っ
た
高
師
直
を
中
心
と
す
る
高
一
族
の
運
命
や
師
直
に
敵
対
す
る
畠
山
・
上
杉
氏
の
そ
れ
を
予
見

し
て
、
巻
三
十
に
い
た
る
ま
で
の
政
治
の
方
向
を
暗
示
し
て
い
る
こ
と
や
、
巻
三
十
四
「
吉
野
御
廟
神
霊
事
」
が
守
護
大
名
聞
の
権
力
闘
争
の
過
程
で
没
落
し

て
行
く
細
川
・
仁
木
・
畠
山
ら
の
運
命
を
暗
示
し
て
巻
三
十
九
ま
で
の
見
通
し
の
上
に
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
量
に
お
い
て
そ
れ
ら
と
は
比
較
に
な
ら

な
い
尼
大
な
詞
章
を
持
つ
こ
の
北
野
通
夜
物
語
が
そ
れ
以
後
の
筋
の
展
開
に
影
響
を
持
た
な
い
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
章
段
が
右
の
二
章
段
と
は
成
立
を
異
に

し
て
い
る
と
い
う
疑
問
を
抱
か
せ
る
根
拠
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

太
平
記
第
三
部
の
世
界
で
、
作
者
は
現
実
世
界
を
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
る
か
を
見
て
み
る
と
、
「
雲
景
未
来
記
」
で
は

糾
臣
君
ヲ
殺
シ
、
子
父
ヲ
殺
シ
、
力
ヲ
以
て
可
争
時
至
ル
故
ニ
、
下
魁
上
ノ
一
端
－
一
ヨ
リ
、
高
貴
清
花
モ
君
主
一
人
モ
、
共
－
一
力
ヲ
不
レ
得
シ
テ
、
下

円
ヲ
ザ
》
イ
キ
ザ
シ
ゴ

輩
下
賎
之
士
、
四
海
ヲ
呑
ム
。
依
レ
之
天
下
武
家
ト
成
者
也
。
是
誰
カ
能
－
一
モ
非
、
時
代
機
根
－
一
相
蔚
テ
、
因
果
業
報
之
時
至
ル
故
也
。
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と
、
下
刻
上
の
時
代
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
時
代
の
流
れ
と
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の
欲
求
が
こ
の
下
魁
上
の
時
代
を
生
ん
だ
の
で
あ
り
、
そ

れ
は
さ
だ
か
で
あ
る
と
い
う

o

こ
こ
に
見
ら
れ
る
作
者
の
考
え
は
、
吉
野
の
南
朝
に
多
年
奉
公
し
た
上
北
面
の
、
後
醍
醐
天
皇
の
廟
前
で
の
「
抑
今
ノ
世
何
ナ

マ
ラ
ン
ト

ル
世
ゾ
ヤ
o

有
り
蜘
而
無
レ
道
者
義
ヲ
亡
ス
ト
云
置
シ
先
賢
之
言
ニ
モ
背
キ
、
護
－
－
百
王
一
誓
ヒ
シ
神
約
モ
不
レ
誠

O

（
中
略
）
巨
君
ヲ
犯
セ
共
天
罰
モ
ナ
シ
、

子
父
ヲ
殺
セ
共
イ
カ
リ
ヲ
モ
未
レ
見
、
コ
ハ
何
ト
成
行
世
中
ゾ
ヤ
」
（
巻
三
十
四
吉
野
御
廟
神
霊
事
）
と
い
う
慨
嘆
を
経
て
、
北
野
通
夜
物
語
に
お
け
る
内
典
の

〈
ツ
ラ
〈

V

（
過
カ
）

J

学
匠
の
「
天
下
之
乱
ヲ
情
案
ズ
ル
ニ
、
公
家
之
御
禍
共
武
家
之
僻
事
共
難
ド
申
。
只
因
果
ノ
感
ン
ズ
ル
所
ト
コ
ソ
存
候
へ
。
」
と
い
う
こ
と
ば
に
表
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
歴
史
の
さ
だ
め
を
再
び
確
認
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
作
者
は
、
「
山
賊
与
－
一
海
賊
－
寄
合
テ
、
互
－
一
犯
科
ノ
得
失
ヲ
指
合
」
す
よ
う
な
、守
護
大
名
た
ち
の
権
力
闘
争
で
明
け
く
れ
る
足
利
政
権
下
の



下
魁
上
の
現
実
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
そ
う
で
は
な
い
。
作
者
は
北
条
政
権
の
亡
び
を
「
是
必
シ
モ
後
醍
醐
院
之
聖
徳
之
至
－
一
非
ズ
。
自

滅
之
時
致
也
。
」
と
、
歴
史
の
流
れ
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
後
醍
醐
が
時
代
の
趨
勢
を
理
会
せ
ず
に
「
仁
徳
聖
化
ハ
昔
ニ
モ
不
レ
及
シ
テ
、
国
ヲ
執
ラ
ム
御
欲
心

計
ヲ
先
ト
シ
」
て
、
い
わ
ば
マ
キ
ア
ベ
リ
ズ
ム
そ
の
ま
ま
に
強
引
に
建
武
一
統
の
世
に
持
ち
込
ん
だ
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
太
平
記
作
者
の

御
都
合
主
義
を
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
足
利
政
権
下
に
太
平
記
を
書
き
続
け
る
作
者
に
武
家
政
権
否
定
の
思
想
を
要
求
す
る
こ
と
は
無
理

な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
作
者
は
第
三
部
の
世
界
が
守
護
大
名
た
ち
を
下
か
ら
つ
き
あ
げ
て
い
る
国
人
・
悪
党
ら
の
動
き
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
る
点
に

も
気
が
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
巻
三
十
六
で
、
延
文
四
・
五
年
の
南
朝
攻
撃
の
際
に
、
鎌
倉
管
領
基
氏
の
執
事
畠
山
国
清
が
率
い
て
上
洛
し
た
関

東
勢
は
数
ヶ
月
に
わ
た
る
和
田
・
楠
勢
の
ゲ
リ
ラ
戦
に
戦
意
を
喪
失
し
、
「
馬
物
具
ヲ
売
」
る
ま
で
に
財
政
的
に
も
逼
迫
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
大
将
畠
山
に

報
告
も
せ
ず
に
本
国
に
帰
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
合
戦
の
戦
果
が
あ
が
ら
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
畠
山
は
面
目
を
つ
ぶ
し
て
鎌
倉

へ
帰
っ
て
後
、
怒
り
に
ま
か
せ
て
、
さ
き
に
帰
国
し
た
大
名
・
小
名
た
ち
の
本
領
没
収
と
い
う
措
置
を
と
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
大
名
・
小
名
た
ち
「
宗
徒
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之
者
共
千
余
人
、
神
水
ヲ
飲
デ
」
つ
ま
り
、
神
前
盟
約
を
行
な
っ
て
執
事
罷
免
を
基
氏
に
迫
る
と
い
う
行
動
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
時
、
基
氏
は
「
下
ト
シ
テ

円
プ
イ
》

上
ヲ
退
ク
ル
敵
訴
、
下
刻
上
之
至
リ
哉
」
と
心
中
憤
る
の
で
あ
る
が
、
「
此
物
共
－
一
背
カ
レ
ナ
パ
、
東
国
一
日
モ
無
為
ナ
ル
マ
ジ
」
と
冷
静
に
現
状
を
認
識
し

て
、
畠
山
追
放
に
ふ
み
き
っ
た
、
と
語
ら
れ
て
い
る
。
基
氏
の
こ
と
ば
は
東
国
の
平
和
（
無
為
）
が
国
人
層
の
動
向
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
認
識
に
た

っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
、
作
者
が
国
人
層
を
意
識
的
に
太
平
記
の
中
で
扱
っ
て
い
こ
う
と
い
う
姿
勢
を
持
ち
得
な
か
っ
た
点
に
は
太
平
記
作
者

の
歴
史
認
識
の
限
界
が
う
か
が
わ
れ
、
そ
の
限
り
で
は
、
永
積
安
明
氏
の
「
歴
史
は
こ
の
よ
う
な
（
注

下
魁
上
の
）
現
実
的
な
力
の
線
に
そ
っ
て
発
展
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
の
、
事
実
と
し
て
の
容
認
が
、
こ
こ
で
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
一
歩
で
自
覚
的
な
意
識
と
な
る
ほ
ど
の
か
た
ち
で
、
と
り
出
さ
れ
よ
う
と
し
て
い

(3
) る

。
」
と
い
う
指
摘
は
正
し
い
。

と
こ
ろ
で
、
作
者
が
国
人
層
の
動
向
を
汲
み
あ
げ
得
な
か
っ
た
こ
と
は
い
つ
に
か
か
っ
て
作
者
の
王
道
思
想
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
現
実
の
政
権
担
当
者

が
武
家
で
あ
る
こ
と
は
容
認
し
、
そ
の
武
家
政
権
も
国
人
層
の
要
求
を
容
れ
な
け
れ
ば
下
魁
上
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
作
者
も
、
「
夫
天

子
者
万
機
之
政
ヲ
行
テ
、
四
海
ヲ
治
メ
玉
フ
者
也
」
（
巻
二
十
五
朝
儀
事
）
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
作
者
が
こ
の
よ
う
に
発
言
す
る
契
機
に
注
目
す
る



必
要
が
あ
ろ
う
。
右
の
引
用
文
は
次
の
こ
と
ば
に
直
接
接
続
す
る
も
の
で
あ
る
。

Hリ

此
三
四
年
が
間
ハ
、
国
々
ニ
兵
革
推
レ
不
レ
止
、
四
国
中
国
之
宮
方
漸
々
ニ
亡
シ
カ
パ
、
京
中
之
百
官
万
民
、
今
者
国
街
庄
薗
－

F
家
ノ
御
知
行
ニ
成

リ
、
正
桁
官
物
モ
運
送
之
煩
ア
ラ
ジ
ト
悦
ア
ヘ
ル
処
－
一
、
路
次
之
狼
籍
モ
猶
不
レ
止
、
本
主
之
領
知
モ
不
レ
叶
、
天
下
只
武
家
之
為
ニ
押
領
セ
ラ
レ
シ

カ
パ
、
洛
中
貴
賎
窮
因
之
愁
ヲ
抱
ズ
ト
云
者
ナ
シ

す
な
わ
ち
、
庄
園
の
税
物
が
都
に
上
っ
て
こ
な
い
た
め
の
公
家
階
級
の
疲
弊
、
都
市
人
の
困
窮
が
作
者
に
と
っ
て
の
関
心
事
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
一
度

モ
断
絶
有
マ
ジ
キ
」
年
中
行
儀
が
「
近
年
武
家
ノ
箸
修
、
公
家
衰
微
－
一
依
一
ア
」
全
く
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
へ
の
歎
き
が
誘
発
さ
れ
、
「
サ
レ
パ
仏
法
モ

神
道
モ
、
朝
儀
モ
礼
節
モ
、
曾
テ
無
世
－
一
成
一
一
ケ
リ
」
と
末
世
思
想
と
の
結
合
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
公
卿
階
級
の
経
済
的
困
窮
に
対
比
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
現
実
批
判
が
続
い
て
行
な
わ
れ
る
作
者
の
精
神
構
造
は
太
平
記
を
読
む
場
合
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

側
武
家
之
輩
如
レ
斯
諸
国
ヲ
押
領
ス
ル
事
モ
、
軍
用
ヲ
支
へ
ム
為
ナ
ラ
バ
、
セ
メ
テ
ハ
無
レ
力
折
節
ナ
レ
バ
、
心
ヲ
遺
方
モ
可
日
有
、
ソ
、
ロ
ナ
ル
バ
サ

ラ
ニ
依
テ
、
身
ニ
ハ
五
色
ヲ
粧
ヰ
、
食
－
一
ハ
八
珍
ヲ
尽
シ
、
茶
会
酒
宴
ニ
ソ
コ
バ
ク
ノ
費
ヲ
入
、
傾
城
田
楽
－
一
無
量
之
財
ヲ
与
シ
カ
パ
、
国
費
人
疲

エ
キ
ν
イ

レ
テ
、
飢
僅
、
疫
晴
、
盗
賊
、
兵
乱
止
時
ナ
シ
。
是
全
ク
天
ノ
災
ヲ
降
ス
ニ
非
ズ
、
只
国
ノ
政
無
ニ
依
者
也
。
然
一
一
愚
ニ
シ
テ
道
ヲ
知
ル
人
ナ
カ
リ
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シ
カ
バ
、
天
下
之
罪
ヲ
身
ニ
帰
シ
テ
、
己
ヲ
責
ル
心
無
リ
ケ
ル
ニ
ヤ
。
（
下
略
）

（
天
竜
寺
事
）

こ
の
対
比
に
よ
る
現
実
批
判
と
い
う
方
法
は
、
巻
二
十
一
の
「
蛮
夷
階
上
事
」
と
「
天
下
時
勢
粧
事
」
、
巻
三
十
三
の
「
飢
人
投
身
事
」
と
「
武
家
人
富
貴
事
」

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
作
者
が
太
平
記
の
中
で
採
っ
て
き
た
基
本
的
な
方
法
で
あ
る
と
い
え
る
。
作
者
は
下
魁
上
の
時
代
の
中
で
、
寺
社
・
本
所
領
の
守

護
大
名
に
よ
る
押
領
が
「
軍
用
」
の
た
め
の
一
時
的
・
臨
時
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
を
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
守
護
領
国

化
を
め
ざ
す
恒
久
的
一
円
知
行
を
認
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
作
者
が
ど
の
よ
う
な
立
場
に
た
ち
、
ど
の
よ
う
な
生
活
圏
に
属
し
て
い
る

人
で
あ
る
か
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ま
つ
り
と
と

止
む
こ
と
の
な
い
「
飢
僅
・
疫
嬬
・
盗
賊
・
兵
乱
」
は
す
べ
て
政
の
欠
除
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
作
者
に
と
っ
て
政
と
は
「
道
」
で
あ
り
、
「
万
ツ

国
ヲ
理
リ
、
人
ヲ
撰
デ
浅
深
ヲ
知
ル
、
然
レ
共
善
悪
親
疎
ヲ
不
レ
分
、
撫
育
ス
ル
」
こ
と
（
巻
二
十
七
）
で
あ
る
。
仁
政
を
行
な
う
も
の
で
な
け
れ
ば
政
権
担
当



者
と
し
て
の
資
格
は
な
い
、
こ
れ
が
根
本
の
判
断
基
準
で
あ
る
。
北
野
通
夜
物
語
の
冒
頭
で
、
民
苦
使
に
つ
い
て
語
り
、
鎌
倉
幕
府
四
代
の
執
権
泰
時
の
率
先

実
行
や
そ
の
子
時
頼
の
諸
国
を
斗
薮
し
て
実
地
に
理
非
曲
直
を
探
り
、
正
道
を
行
な
う
こ
と
に
つ
と
め
た
こ
と
を
力
を
こ
め
て
の
べ
た
理
由
は
明
白
で
あ
る
。

太
平
記
が
武
家
の
政
権
掌
握
を
歴
史
的
必
然
と
見
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
さ
き
に
の
べ
た
が
、
北
条
七
八
代
ま
で
は
お
の
れ
を
慎
し
み
、
民
を
撫
育
し
て

正
当
な
政
権
担
当
者
た
り
え
た
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
従
っ
て
、
北
条
政
権
の
倒
壊
は
、
高
時
の
傍
上
遊
逸
に
焦
点
を
合
わ
さ
れ
、
「
自

滅
之
時
」
の
必
然
的
到
来
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
一
つ
疑
問
な
の
は
、
折
角
北
条
政
権
を
倒
し
た
け
れ
ど
も
後
醍
醐
に
尭
舜
帝
の
よ
う
な
聖

徳
が
な
い
か
ら
「
高
時
ニ
劣
ル
足
利
ニ
世
ヲ
パ
奪
ハ
レ
サ
セ
給
ヌ
」
と
さ
れ
て
い
る
そ
の
足
利
氏
が
、
政
権
を
掌
握
し
た
当
初
は
「
政
道
ハ
能
行
ン
ズ
ル
者

ヲ
」
と
期
待
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
本
文
か
ら
あ
る
箇
所
を
と
り
出
し
て
論
ず
る
こ
と
は
常
に
危
険
が
伴
う
の
を
承
知
の
上
で
そ

の
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。
「
雲
景
未
来
記
」
の
中
で
、
雲
景
が
天
狗
に
、
直
義
と
高
師
直
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
を
問
う
た
と
き
に
、
天
狗
は
「
何
方
之
道
理

ト
モ
申
難
シ
。
其
故
ハ
此
人
々
世
ヲ
取
シ
始
ハ
、
一
日
モ
四
海
ヲ
持
タ
ラ
バ
、
政
道
ハ
能
行
ン
ズ
ル
者
ヲ
ト
思
シ
カ
共
、
上
暗
ク
下
誤
テ
、
諸
－
一
親
疎
ア
リ
。

サ
レ
パ
神
明
三
宝
之
冥
肇
ニ
背
キ
、
人
望
ヲ
失
シ
ニ
依
テ
、
我
非
ヲ
パ
不
レ
知
、
誹
合
フ
心
ア
リ
。
只
獅
子
之
虫
ノ
獅
子
ヲ
食
ガ
如
シ
。
適
仁
政
ト
思
モ
仁
政

O
流
布
本
身
ノ
難
ニ
逢
ヒ

－
一
非
ズ
。
只
人
ノ
歎
而
己
也
。
（
下
略
）
」
と
答
え
て
い
る
。
西
源
院
本
（
神
田
本
も
同
じ
）
の
傍
線
部
分
は
、
天
正
本
で
は
「
其
故
ハ
此
人
々

O
不
肖
（
不
運
の

流
布
本
不
レ
通
ゼ

意
）
也
シ
時
ハ
ア
ハ
レ
世
ヲ
持
ハ
政
道
ヲ
ハ
能
ク
行
ハ
ン
ス
ル
物
ヲ
ト
思
シ
カ
ト
モ
其
ノ
身
富
貴
充
満
ノ
後
ハ
古
ノ
有
増
一
事
モ
ト
ホ
ラ
ズ
」
と
あ
り
、
彼
等
が
建
武
政
権

の
も
と
に
あ
っ
た
時
は
政
権
掌
握
の
暁
に
は
成
し
遂
げ
た
い
と
希
望
し
て
い
た
仁
政
は
、
武
家
の
世
と
な
り
富
貴
充
満
の
後
は
す
っ
か
り
忘
れ
去
ら
れ
た
と
し

て
、
西
源
院
本
に
見
ら
れ
る
内
容
が
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
天
本
本
の
「
ト
ホ
ラ
ズ
」
と
そ
れ
を
漢
字
に
改
め
て
い
る
流
布
本
の
「
不
レ

通
ゼ
」
と
の
聞
に
は
主
体
を
め
ぐ
る
微
妙
な
差
が
出
て
く
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

作
者
の
抱
く
こ
と
の
で
き
た
武
家
政
権
に
対
す
る
期
待
が
す
で
に
見
て
き
た
建
武
新
政
に
対
す
る
失
望
に
そ
の
因
を
持
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
建
武
政

権
成
立
後
の
後
醍
醐
天
皇
側
近
派
の
矯
慢
を
千
種
忠
顕
に
代
表
さ
せ
て
い
る
。
彼
は
六
条
内
府
有
房
の
孫
で
文
学
の
道
を
噌
む
べ
き
で
あ
る
の
に
、
「
弱
冠
ノ

比
ヨ
リ
吾
道
ニ
モ
ア
ラ
ヌ
笠
懸
、
犬
追
物
ヲ
好
ミ
、
博
斐
淫
乱
ヲ
事
ト
シ
」
て
い
た
が
、
忠
功
に
よ
っ
て
大
国
三
ヶ
国
・
関
所
数
十
ケ
所
を
領
す
る
よ
う
に
な

っ
て
、
家
人
た
ち
に
毎
日
酒
を
振
舞
い
、
諸
大
夫
侍
三
百
人
を
堂
上
で
の
配
下
と
し
、
家
に
は
五
六
十
匹
の
馬
を
飼
い
、
酒
宴
の
後
は
数
百
騎
を
引
き
つ
れ
て
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内
野
北
山
の
あ
た
り
に
小
鷹
狩
を
し
て
遊
ぶ
の
が
慣
わ
し
だ
っ
た
。
「
借
上
無
礼
ハ
国
ノ
凶
賊
也
ト
、孔
安
国
が
誠
ヲ
恥
ザ
リ
ケ
ル
コ
ソ
ウ
タ
テ
ケ
レ
」
と
非

難
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
北
条
政
権
を
倒
し
た
一
つ
の
大
き
な
源
動
力
と
な
っ
た
護
良
親
王
の
矯
慢
、
配
下
の
暴
虐
は
そ
の
ス
ケ
ー
ル
に
お
い
て
忠
顕
の
比

べ
う
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
足
利
尊
氏
を
倒
す
た
め
に
武
芸
を
噌
む
者
と
あ
れ
ば
そ
の
器
用
を
問
わ
ず
登
用
し
、
京
の
街
で
彼
ら
が
引
き
お
こ
す
ト

ラ
プ
ル
は
尊
民
と
の
関
係
を
緊
迫
し
た
も
の
に
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
僧
侶
の
堕
落
も
文
観
僧
正
を
そ
の
代
表
と
し
て
目
に
あ
ま
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
う
し

た
な
か
で
守
護
ク
ラ
ス
の
武
士
た
ち
は
「
今
ノ
如
ク
ニ
テ
公
家
一
統
之
天
下
ナ
ラ
バ
、
諸
国
ノ
地
頭
御
家
人
ハ
皆
奴
牌
雑
人
ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
シ
。
哀
何
ナ
ル
不

思
議
モ
出
来
テ
、
武
家
四
海
ノ
権
ヲ
執
ル
世
中
ニ
文
ナ
レ
カ
シ
」
と
希
求
す
る
の
で
あ
る
が
、
太
平
記
の
作
者
も
ま
た
、
王
道
に
よ
ら
ず
覇
道
を
事
と
す
る
後

醍
醐
天
皇
の
治
政
に
失
望
し
、
「
神
慮
ニ
モ
違
ヒ
、
騎
誇
ノ
端
共
成
ヌ
ト
、
眉
ヲ
ヒ
ソ
ム
ル
」
当
代
の
知
識
階
級
の
一
人
で
あ
っ
た
。

(l
) 

(2
) 

(3
) 

拙
稿
「
『
太
平
記
』
作
者
の
思
想
｜
｜
「
北
野
参
詣
人
政
道
雑
談
事
」
に
現
わ
れ
た
政
道
観
」
（
芸
文
研
究
第
九
号
）
参
照

「
太
平
記
の
本
文
改
訂
の
過
程
｜
｜
問
題
点
巻
二
十
七
の
考
察
｜
｜
」
（
国
語
と
国
文
学
昭
和
三
十
九
年
六
月
号
）

「
平
家
物
語
と
太
平
記
」
一
六
一
・
二
頁
（
『
中
世
文
学
の
展
望
』
所
収
）
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